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道路空間の機能は道路内だけでなく、沿道の民有地にも広がりつつある。本研究は、道修町通再

生プロジェクトを対象に、整備計画の詳細を把握し、対象地の道路空間の課題及び民有地の利用実

態を明らかにした。現地調査を踏まえて、民有地空間の状態ごとに評価し、A~E に分類した。更に、

整備計画をもとに優先的に改善が求められる課題を示し、実施に向けての A~E の民有地空間におけ

る段階的な改善プログラムを検討した。 

The function of the road space is spreading not only in the road but also to the roadside private land. In this 

research, we analyze the details of the development plan of the Doshochomachi revitalization project and 

clarify the problem of the road space of as well as the utilization situation of the private land space in target 

area. We evaluate each state of private land space and classify them as A to E based on the field survey. In 

addition, we propose the tasks that should be improved preferentially and discuss about the possibility of the 

gradual improvement program in private land space ranked as A to E. 

 

 

１．はじめに 

1－1．研究背景と問題意識 

道路はこれまで自動車中心の整備が進められてき

たが、自転車や歩行者といった様々な交通主体が各地

域の特性を活かしながら多様な使い方ができる場とし

て捉えていくことが求められている 1)。また、我が国

では、高齢者や障害者の数が増大する傾向にあること

から、誰もが安心してスムーズに移動できるような歩

行者空間の整備が急務になっている２）。 

一方、道路空間の整備や利活用は、他の公共空間

と比べ、交通管理者である警察との協議が不可欠であ

り、容易ではない。特に個々の建物の形態・用途が不

均一な既成市街地の道路においては、地区計画等によ

る一体的な整備計画を策定するのが困難である。その

ような限られた空間で、街の機能を維持しつつ、歩行

者中心の安全かつ魅力的な道路空間を目指すにあたり、

官民境界にとらわれない、沿道の民有地を含めた道路

整備をしていくことが求められている。このようなニ

ーズから、行政（＝官）と沿道建築物や敷地の所有権

を持つ個（＝民）が連携し、道路空間を扱うにあたり、

地域の実情を踏まえた整備・維持管理における課題を

明らかにすることが必要である 

1－2．研究の位置付け                  

道路空間整備事業に関する研究、対象地である大

阪・船場に関する研究には以下のようなものがある。 

道路空間整備に関する研究には、道路と沿道を一体

として捉えたものである、街路・沿道連携型ストリー

トデザインマネジメントの展開プロセスとその課題を

明らかにした野原らの研究４）がある。 

船場に関する研究には、船場建築線指定地域の個々

の間口の利用から全体的な傾向を示した三輪の研究５）、

船場に存在する私有敷地内空間で構成されるパブリッ

クスペースの特徴、形成過程等を明らかにした壺坂の

研究 6）がある。 

本研究は、民有地と一体となった道路空間整備事業

を対象にし、整備計画における沿道の民有地の課題を

明らかするものである。また、地元組織のまちづくり

の方針等から整備前後において、民有地を公共の歩行

空間等として利用することを目的とした段階的な改善

に向けた考察をする点に意義がある。 



 

1-3．研究対象事業の位置づけ 

全国の道路整備事業において、新たに歩行空間整備

が行われている事業を調査し、道修町通再生プロジェ

クトの位置付けを行った。 

対象地は、船場建築線注 1)やその他の制度の影響によ

り、建物後退状況が各敷地によって異なる。この後退

部を一律に整備するのではなく、歩道と一体的に整備

する、無電柱化に伴うすべての地上機器を設置すると

いったような街区ごとに民有地を柔軟に活用すること

を前提に整備を進めている点において、全国的にも画

期的な事例であるといえる。 

1-4．研究目的  

本研究では、沿道民地を公共の歩行空間として利用

することが特徴である道修町通り再生プロジェクトを

扱う。計画対象地の沿道の民有地に着目し、その特徴・

機能・現段階での使われ方を明らかにし、整備計画に

おける課題を可視化する。また、それらを踏まえ、ま

ちづくりの方針等から段階的な改善プログラムについ

て考察することを目的とする。 

 

図 1 研究の流れと目的 

1-5. 用語の定義 

【道路空間】公共空間である道路とその沿道（民地・

沿道建物）を一体として捉えた空間。 

 

図 2 道路空間の定義 

 

2. 道路空間整備事業を取り巻く環境 

2-1.道路空間の整理及び本対象地の道路特性 

既存の施策や法律に基づいて道路空間を整理し、

道修町通の道路特性を把握した(表１）。都市部の生活

道路かつ表通りで、歴史を有するまちと位置付けた。 

 

表 1 道修町通の道路特性 

 

 

2-2. 船場の都市空間の特性 7）8） 

船場は、大阪市の商業・業務機能が中心の都心地区

であり、総合設計制度による公開空地や太閤下水跡に

存在する背割り空間や路地、敷地の統合利用がすすん

だ街区と,小規模敷地が多く残る街区の対比がみられ

る。また、都心の高度利用を目的に導入された船場建

築線は、後退部が歩行者空間として確保され、景観上

の優れた安全なまちなみの形成が期待されたが、法的

規制など具体的な指標がなく、現状では、船場後退線

により生まれた空間とそれ以上後退している空間、総

合設計制度等が生み出す公開空地、未後退の建築物、

後退はしているが壁やフェンスなどの障害物があるよ

うな法的にはグレーな空間など、街区によって様々で

ある。 

道修町も同様であり、敷地のセットバック状況は

それぞれ異なっている。この道路空間を一律に整備す

るのではなく、場所によって歩道と一体として使える

ように整備したり、無電柱化に伴う地上機器を公道で

はなく、後退部に優先して設置するほか滞留空間を設

けたり、段差が残る場合には、ベンチなどを置くとい

うような、街区ごとに民有地を柔軟に活用することを

目標にしている点も本事業の特徴である。時系列で見

た船場の空間変化は図 3 の通りである。 

 

図 3 時系列で見た船場の空間変化 



 

3. 道修町通再生プロジェクトについて 

3-1.道修町について 

道修町は大阪市中央区、西は西長堀（現阪神高速）

から東は東横堀に位置する。製薬会社をはじめ薬に関

連する会社のオフィスが多いことで知られている。 

道路空間については、道修町通りは幅員が8ｍと狭

く、歩車分離がされていない。また、業務地区でもあ

るため、荷捌き車の駐停車が多くみられる。 

 

 

図 4 道修町の詳細図及び道修町 2 丁目の様子 

 

3-2.道修町まちづくり協議会 

2015年9月に、道修町地区（1丁目～4丁目）の様々

な主体（住民、神社、店舗、各団体、企業）が集まっ

て、行政等とも連携・協働して、ソフト面とハード面

からまちづくりを推進する地元の組織として発足した。 

なお、本研究では、協議会を構成する部会のうち道修

町通の整備計画についての話し合いが行われているコ

ンセプト部会の資料を扱った(図 5)。 

  

図 5 道修町まちづくり協議会を構成する部会９） 

 

3-3.道修町通再生プロジェクトの概要 

道修町通再生プロジェクトの位置付け及び構成を

以下に示す（図 6）。本研究では道修町通の整備計画

（「道路整備案」及び「道修町景観づくりガイドライ

ン」）を扱う。 

 

図 6 道修町通再生プロジェクトの概要 

3-4.道路整備案について 

 道修町通りの現状、まちの資産でもある未後退の建

物、幅員や荷捌き需要を考慮した結果、公道上だけで

は成立しえない、後退部を活用した計画となっている

（図 7，8）。 

 

図 7 道修町通再生プロジェクトの道路整備計画 

  

図 8 通常時（左）と祭時（右）のイメージパース９） 



 

4． 道修町通の船場後退部の現状と整備計画における

課題 

4－1．間口ごとに見た船場後退部の現状 

道修町 2・3 丁目の道修町通沿道に立地する建物と

船場後退部において、間口ごとの目視調査を行った。 

敷地ごとの後退状況は、全体の約 26％（間口長さの割

合：約 20％）が未後退の敷地（駐車場を含む）、約 53％

（間口長さの割合：約 46％）が建築線に沿って２ｍ後

退している敷地、約 22％（間口長さの割合：約 33％）

が２ｍ以上後退している敷地である（表 2、図 9，10）。 

船場後退部の主な課題として、袖壁、自販機、ごみ

箱、看板、花壇、駐車・駐輪等の障害物があり、これ

らについては、移動可能なもの、不可能なものがあり、

それぞれ空間を分断する要因になっていた。また、道

路境界と隣接する後退部間の段差もみられた（図 11）。 

 

図 9 調査範囲 

図 10 船場後退部における主な課題 

  図 11 道修町 2・3 丁目の課題プロット図 

表 2 後退の程度ごとの間口件数、和、平均 

建物の後退状況 平均間口（m)

2ｍ以上の後退 12（北：８、南：４） 21.8% 291 33.4% 24

2ｍの後退 29（北：14、南：15） 52.7% 402 46.3% 14

未後退 14（北：8、南：6） 25.5% 169 20.3% 12

計 55（北：30、南：25） 100% 862 100% 17

間口件数（件）・割合 間口の和（ｍ）・割合

 

4－2. 後退部の利用状況の類型化 

調査の結果から、道修町通沿道の船場後退部の状態

を以下の 5 つの状態に分類した（表 3、4、図 11、12）。 

現在、道修町通り 2・3 丁目の沿道の船場後退部は全体

の約 40％が安全な歩行空間として機能しており（Ａ）、

約 37％が歩行空間として図 10 のような課題を抱えて

いる（ＢとＣ）。残りは未後退あるいは、後退していて

も利用できない空間である（ＤとＥ）。 

 

表 3 船場後退部の現状による分類 
状態 建築物の配置状況 歩行空間として 船場後退部の状況

A 問題なし

B 移動可能な障害物あり（私的利用等）

C 道路間の段差等のハード面での障壁あり

D 移動不可能な障害物があり、空間が分断されている

E 未後退

船場建築線に沿って後退

（2m以上後退しているものも含む）

利用できる

利用できない

 

表 4 A～E 各評価の件数、間口と割合 
後退部の評価 A B C D E 計

間口（ｍ）／割合 339／39.0％ 234／26.9％ 89／10.2％ 74／8.5％ 134／15.4％ 870／100％

件数（件） 17 12 5 8 13 55  

 

図 12 各評価に対するリンクイメージ 

 



 

5．課題点と整備方針からみた改善プログラム 

5－1.優先的に改善する必要がある課題について                                              

調査結果と整備計画の内容を踏まえ、安全な歩行空

間の実現のため、優先的に解決されるべき箇所として、

①未後退の建物前で道路側に設置物がある箇所と②敷

地南側の切り欠き部前と新設歩道～後退部の動線付近

を挙げる（表 5）。また、準優先課題として③２つ以上

の連続する空間が移動の容易な障害物や段差で分断さ

れる箇所を挙げる。①と②は歩行者の安全確保のため、

歩道整備までに改善が必要と考えられる（図 13）。 

 

図 13 優先的に課題を解決する必要がある部分 

 

表 5 各街区における優先的に解決する必要がある課題を有する敷地（赤：①と②、青：③）注 3） 

街区 建物名 建物種用途 立地状況 間口（ｍ）
道路との

高低差

隣接する後退

部間の段差
袖壁 自販機　ゴミ箱 車止め 看板 植栽 駐車 駐輪 車両口 地上機 評価

大阪ガス御堂筋ビル オフィス 〇 34 ● ● ● A

セレパーク 駐車場 △ 16 ● ● C

a・南 京阪神御堂筋ビル オフィス 〇 50 ● A

新芝川ビル 商業系、オフィス △ 20 ● 〇 〇 ● Ｃ

損保ジャパン日本興亜 オフィス 〇 20 ● ● ● ● B

リパーク 駐車場 × 8 ● ● E

日本圧着端子 オフィス △ 34 ● ● A

かんてきや要 商業系 × 25 〇 〇 〇 E

エグゼタワー道修町 マンション 〇 30 ● ● B

日宝道修町ビル 商業系 △ 5 ● ● ● ● ● D

旭光道修町ビル オフィス △ 8 ● ● ● 〇 ● ● B

門 商業系 × 10 ● 〇 〇 E

日本バルク薬品 業務系 × 13 E

塩野義製薬 オフィス 〇 28 ● ● ● ● A

K.塩野ビル オフィス 〇 20 ● 〇 〇 ● B

富士フィルム オフィス △ 16 ● 〇 〇 A

北垣薬品 オフィス × 10 ● ● E

日本バルク薬品第2ビル 商業系、オフィス △ 8 ● ● ● ●〇 〇 D

上村工業 オフィス △ 8 ● ● ● A

田辺三菱製薬 オフィス 〇 50 ● A

カイゲンビル オフィス △ 14 ● A

日本粉末薬品㈱ オフィス △ 5 ● ● B

片山化学工業㈱ オフィス 〇 5 ● ● A

イトヨシビル 業務系 〇 6 ● ● 〇 〇 〇 B

小城製薬㈱ オフィス × 7 E

駐車場 駐車場 〇 8 ● A

日本新薬㈱ オフィス 〇 23 ● 〇 ● ● A

駐車場 駐車場 × 10 E

塩野・日生ビル オフィス △ 20 ● ● 〇 〇 B

淀屋橋近藤ビル オフィス △ 12 ● A

大日本住友製薬㈱ オフィス 〇 47 ● 〇 〇 ● B

公知貿易㈱ 業務系 × 6 E

P．ZONE 道修町 駐車場 × 10 ● ● E

小城第2ビル オフィス △ 5 ● 〇 D

三国ビル（三国㈱） 事務・業務系 △ 8 ● ● ● D

武田薬品北分館駐車場 業務系・駐車場 × 20 〇 ● E

丸善薬品産 オフィス 〇 12 ● A

武田薬品労働組合会館 オフィス △ 6 A

博多もつ鍋やまや 店舗 △ 5 ● 〇 D

DKビル 店舗 × 7 ● ● 〇 E

武田道修町ビル 商業系 × 35 ● B

武田北浜ビル オフィス △ 25 〇 〇 ● A

駐車場 駐車場 △ 6 ● A

米山薬品工業㈱ 事務・業務系 △ 12 〇 B

ニッポンレンタカー 商業系、業務系 △ 27 ● ●〇 〇 ● D

少彦名神社 その他 △ 15 ● 〇 〇 ● C

小野薬品 オフィス △ 30 ● ● 〇 ● ● C

山善製薬㈱ オフィス × 4 E

イヌイ第二ビ 業務系 △ 8 〇 〇 ● B

イヌイ㈱ 業務系 △ 8 D

道修町後藤ビル 業務系 △ 8 ● ● C

ニプロファーマ㈱ オフィス △ 8 ● A

住化不動産道修町 オフィス △ 23 ● B

ベルロード道修町 オフィス △ 8 ● ● ● 〇 ●〇 D

八ツ目製薬㈱ 店舗 × 4 E

ｆ・南

ｄ・北

ｄ・南

ｅ・北

e・南

ｆ・北

a・北

ｂ・北

b・南

ｃ・北

ｃ・南

 



5－2．整備方針からみた各課題への段階的な対応 

状態Ａ～Ｅに対応する課題に対して、道修町再生プ

ロジェクトの整備方針・現段階でのまちづくりのルー

ルから、想定される対応、理想的な改善時期について

右の表 6 にまとめた。このような対応ができれば、 

歩道整備時までに安全な歩行空間の割合を段階的に大

きく引き上げられる可能性がある（図 14）。 

表 6 各課題への対応と整備時期 

評価 船場後退部の課題 理想的な整備時期 想定される対応・課題

B
・移動可能な障害物（看板、ごみ箱、植栽等）

・駐車、駐輪
現在～歩道整備時

C
・道路境界や後退部間の段差

・移動不可能な設置物

歩道整備前後

（同時期）

D ・空間を分断する固定された設置物（袖壁等） 改装時や建て替え時

E ・未後退の建物（歴史的建築物を除く） 建て替え時

・沿道地権者の協力

・後退部における道修町通りで統一

　的なルールづくり（今後の課題）

・段差等の解消における費用負担等

　の検討

ハード整備を伴うものは、

改装・建て替え時に開かれた歩行空

間とする（道修町まちづくりガイド

ラインより）  

 

図 14  段階的な道路空間の改善イメージ  

6. まとめ 

本研究では、まず道路空間を再整備する意義の確認、

船場の空間変化、道修町通再生プロジェクトの位置付

けや道路特性の把握を行った。(1章、2 章)。そして、

道修町通再生プロジェックの整備計画の詳細を把握し

(3章)、計画対象地において、間口ごとの観察調査を実

施し、道路整備計画における課題点を整理した (4 章)。

抽出した課題を踏まえ、整備計画において、安全な歩

行空間を実現するために、優先的に後退部の整備がさ

れる必要がある箇所を示し、設定したＡ～Ｅの各状態

の課題と改善のための対応・手順について3章で確認し

た道修町再生プロジェクトの整備方針等を踏まえて考

察を行った(5 章)。 

調査の結果、対象地の民有地の現状と整備計画に向

けて、優先的に改善が必要な場所が明らかとなった。

現状、対象地の沿道の船場後退部は約40％が安全な歩

行空間として機能しているが、未後退の部分を除く、

半分近くが何らかの課題を抱えている。歩道整備まで

に、まちづくりのルールの策定等により、沿道地権者

の協力のもと、移動可能な障害物の撤去等を行なえば、

安全な歩行空間の割合を80％近くに引き上げられる可

能性はある。 

今後、道修町通で船場後退部の活用に関する統一的

なルールづくりが重要である。南側の切り欠き部を除

いて、南北に新たに歩道が設置されるが、その内側の

課題を抱えている部分が、歩道設置前後にまちづくり

協議会や沿道地権者が必要な対応をとれば、本事業の

特徴である民有地を活かした理想的な道路空間に近づ

くと考えられる。 

補注 

注 1）建築基準法第 42 条 1 項第 5 号の規定による道路の境界線としてみ 

なされる船場建築線が指定され, 壁面位置が後退することで生み出

されるセットバック空間。 

注 2）調査は 2018 年 12 月に行った。移動可能な障害物（自転車など）は調

査日によって違いが出る。 

注３）課題整理図について 

 ・建物名は上から西⇒東の順に記載 

  ・建物の立地状況に関して、〇2m 以上後退、△建築線に沿って２ｍ 

後退、×未後退を示す。 

・●は固定されているなど移動不可なもの、〇は移動可能なものを示す。 
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